
世帯の
課税状況

利用者
負担段階

介護度 １割
（参考）

２割
１割 2割

要介護１ 661 18 12 23 46 40 11 771 23,170 ¥23,495 ¥46,989 ¥1,445 ¥120 ¥2,006 ¥107,130 ¥130,625 ¥154,119

要介護２ 730 18 12 23 46 40 11 840 25,240 ¥25,594 ¥51,187 ¥1,445 ¥120 ¥2,006 ¥107,130 ¥132,724 ¥158,317

要介護３ 803 18 12 23 46 40 11 913 27,430 ¥27,814 ¥55,628 ¥1,445 ¥120 ¥2,006 ¥107,130 ¥134,944 ¥162,758

要介護４ 874 18 12 23 46 40 11 984 29,560 ¥29,974 ¥59,948 ¥1,445 ¥120 ¥2,006 ¥107,130 ¥137,104 ¥167,078

要介護５ 942 18 12 23 46 40 11 1,052 31,600 ¥32,043 ¥64,085 ¥1,445 ¥120 ¥2,006 ¥107,130 ¥139,173 ¥171,215

要介護１ 661 18 12 23 46 40 11 771 23,170 ¥23,495 ¥46,989 ¥1,360 ¥120 ¥1,310 ¥83,700 ¥107,195 ¥130,689

要介護２ 730 18 12 23 46 40 11 840 25,240 ¥25,594 ¥51,187 ¥1,360 ¥120 ¥1,310 ¥83,700 ¥109,294 ¥134,887

要介護３ 803 18 12 23 46 40 11 913 27,430 ¥27,814 ¥55,628 ¥1,360 ¥120 ¥1,310 ¥83,700 ¥111,514 ¥139,328

要介護４ 874 18 12 23 46 40 11 984 29,560 ¥29,974 ¥59,948 ¥1,360 ¥120 ¥1,310 ¥83,700 ¥113,674 ¥143,648

要介護５ 942 18 12 23 46 40 11 1,052 31,600 ¥32,043 ¥64,085 ¥1,360 ¥120 ¥1,310 ¥83,700 ¥115,743 ¥147,785

要介護１ 661 18 12 23 46 40 11 771 23,170 ¥23,495 ¥46,989 ¥650 ¥120 ¥1,310 ¥62,400 ¥85,895 ¥109,389

要介護２ 730 18 12 23 46 40 11 840 25,240 ¥25,594 ¥51,187 ¥650 ¥120 ¥1,310 ¥62,400 ¥87,994 ¥113,587

要介護３ 803 18 12 23 46 40 11 913 27,430 ¥27,814 ¥55,628 ¥650 ¥120 ¥1,310 ¥62,400 ¥90,214 ¥118,028

要介護４ 874 18 12 23 46 40 11 984 29,560 ¥29,974 ¥59,948 ¥650 ¥120 ¥1,310 ¥62,400 ¥92,374 ¥122,348

要介護５ 942 18 12 23 46 40 11 1,052 31,600 ¥32,043 ¥64,085 ¥650 ¥120 ¥1,310 ¥62,400 ¥94,443 ¥126,485

要介護１ 661 18 12 23 46 40 11 771 23,170 ¥23,495 ¥46,989 ¥390 ¥120 ¥820 ¥39,900 ¥63,395 ¥86,889

要介護２ 730 18 12 23 46 40 11 840 25,240 ¥25,594 ¥51,187 ¥390 ¥120 ¥820 ¥39,900 ¥65,494 ¥91,087

要介護３ 803 18 12 23 46 40 11 913 27,430 ¥27,814 ¥55,628 ¥390 ¥120 ¥820 ¥39,900 ¥67,714 ¥95,528

要介護４ 874 18 12 23 46 40 11 984 29,560 ¥29,974 ¥59,948 ¥390 ¥120 ¥820 ¥39,900 ¥69,874 ¥99,848

要介護５ 942 18 12 23 46 40 11 1,052 31,600 ¥32,043 ¥64,085 ¥390 ¥120 ¥820 ¥39,900 ¥71,943 ¥103,985

要介護１ 661 18 12 23 46 40 11 771 23,170 ¥23,495 ¥46,989 ¥300 ¥120 ¥820 ¥37,200 ¥60,695 ¥84,189

要介護２ 730 18 12 23 46 40 11 840 25,240 ¥25,594 ¥51,187 ¥300 ¥120 ¥820 ¥37,200 ¥62,794 ¥88,387

要介護３ 803 18 12 23 46 40 11 913 27,430 ¥27,814 ¥55,628 ¥300 ¥120 ¥820 ¥37,200 ¥65,014 ¥92,828

要介護４ 874 18 12 23 46 40 11 984 29,560 ¥29,974 ¥59,948 ¥300 ¥120 ¥820 ¥37,200 ¥67,174 ¥97,148

要介護５ 942 18 12 23 46 40 11 1,052 31,600 ¥32,043 ¥64,085 ¥300 ¥120 ¥820 ¥37,200 ¥69,243 ¥101,285

特別養護老人ホーム　遊生の園　料金表　（令和5年8月1日より）
（『特別養護老人ホーム　遊生の園』の介護サービス費区分は、「ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費（Ⅰ）」です。）

（表の見方について）

・表記載の「基本報酬単位数」及び
「加算単位数」は、特に注記のない限
り、全て１日あたりの数値です。

・１単位の単価は、10.14円です。

・１か月を30日として計算しています。
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（注６）65歳以上の方で、一定以上の所得のある方は、サービスを利用した時の負担割合が２割または３割となります。

老齢福祉年金
受給者や

生活保護の方

（注１）介護サービス費の負担を軽減する制度として、『高額介護サービス費』支給制度があります。この支払上限額は、利用者の所得などに応じて設定されます。

（注２）上記以外の費用として、医療費（往診料／受診料等）、理美容代、個室持ち込み家電に係る電気代、日用品等の購入費、行事参加等の実費などがあります。

（注３）表記載以外の加算として、「初期加算」１日30単位（入所から３０日間）や「安全対策体制加算」1回20単位(入所時1回のみ)、「若年性認知症入所者受入加算」、「看取り介護加算」等があります。また、毎
月、１か月の単位数合計に一定の割合を乗じて、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」が算定されます。

（注４）今後、当施設におけるサービスの提供内容や職員体制の変更、介護報酬の改定等により、算定する加算の種類が増減する場合がございます。あらかじめご了承ください。
（注５）食費と居住費の負担軽減を受けるには、「所得要件」と「資産要件」を満たす必要があります。　「所得要件」→世帯全員が住民税非課税（※世帯を別にする配偶者がいる場合は、その方も住民税非課
税）
　　　　「資産要件」→利用者負担段階によって預貯金等の要件が異なります。


